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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

重要事項説明書

ライブラリ札幌白石定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

株式会社リビングプラットフォームケア



株式会社リビングプラットフォームケア

説明日：

事業者は契約の締結に当たり、下記の重要事項説明書により説明を行いました。

説明者：

利用者及び連帯保証人は、契約の締結に当たり、下記の重要事項説明書により説明を受け、

その内容に同意の上、交付を受けました。

利用者：

連帯保証人：

作成日： 時点

1.事業主体の概要

2.事業所の概要

3.事業の目的と運営方針

表題部

藤原麻樹

重要事項説明書　本文

事業の目的

適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を

定め、事業所オペレーター（介護福祉士等）、計画作成責任者、介護

福祉士又は訪問介護養成研修の終了者が、要介護状態となったご利用

者に対し、適正な定期巡回・随時対応型 訪問介護看護を提供すること

を目的とする。

運営方針

従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回

又は随時通報により利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の特性を踏

まえ、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、その

他利用者が安心して居宅において生活できるようにするための援助

を行い、利用者の生活を支援し心身の機能の維持回復を目指すものと

する。

事業の実施に当っては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス

営業日・営業時間 営業日：365日　営業時間：24時間

サービス提供可能日 24時間365日

指定番号 0190502898　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2025年3月25日

法人名 株式会社リビングプラットフォームケア

代表者名 代表取締役　金子　洋文

電話番号 011-879-8770

FAX番号 011-879-8772

事業類型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

事業所名 ライブラリ札幌白石定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

事業所所在地 北海道札幌市白石区北郷３条１丁目１番１８号

法人所在地 札幌市中央区南二条西二十丁目291番地

電話番号 011-633-7727

FAX番号 011-633-7728

管理者名 藤原麻樹

通常の実施地域 札幌市　白石区及び豊平区内

開設年月日 2020年10月1日



※具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、定期巡回サービス計画（ケアプラン）に

　沿って、定期巡回サービス計画にて定めます。

4.職員体制

1 人

1 人以上

17 人以上

4 人以上

5.利用料金

月額利用料 ｻｰﾋﾞｽ利用日の前日までに連絡頂いた場合 無料

ｻｰﾋﾞｽ利用日の当日に連絡頂いた場合 有料

片道10km未満 円/回

片道10km以上 円/回

※利用者がサービスのキャンセルを希望する場合は、速やかに下記窓口までご連絡下さい。

電話番号：

※経済状況の著しい変化、その他やむを得ない理由がある場合は、変更を行う1ヶ月前までに

　説明をした上で、利用料金の変更を行うことがあります。

6.介護保険利用料金 ※7級地（1単位＝10.21円）

1割負担 2割負担 3割負担

■(Ⅰ)一体型（基本部分）

介護・看護 要介護1 7946単位 ・1ヶ月 8,113円 16,226円 24,339円

利用者 要介護2 12413単位 ・1ヶ月 12,674円 25,348円 38,021円

要介護3 18948単位 ・1ヶ月 19,346円 38,692円 58,038円

要介護4 23358単位 ・1ヶ月 23,849円 47,697円 71,546円

要介護5 28298単位 ・1ヶ月 28,893円 57,785円 86,677円

介護 要介護1 5446単位 ・1ヶ月 5,561円 11,121円 16,681円

利用者 要介護2 9720単位 ・1ヶ月 9,925円 19,849円 29,773円

要介護3 16140単位 ・1ヶ月 16,479円 32,958円 49,437円

要介護4 20417単位 ・1ヶ月 20,846円 41,692円 62,538円

要介護5 24692単位 ・1ヶ月 25,211円 50,421円 75,632円

■(Ⅱ)連携型（基本部分）

要介護1 5446単位 ・1ヶ月 5,561円 11,121円 16,681円

要介護2 9720単位 ・1ヶ月 9,925円 19,849円 29,773円

要介護3 16140単位 ・1ヶ月 16,479円 32,958円 49,437円

要介護4 20417単位 ・1ヶ月 20,846円 41,692円 62,538円

要介護5 24692単位 ・1ヶ月 25,211円 50,421円 75,632円

従業員数 備考

管理者

計画作成責任者

地域以外の交通費

通常のサービス提供 500

1,000

キャンセル料

料金項目 利用料金

介護職員

訪問看護サービス 連携先の事業所の看護師等がご 利用者の居宅を訪問して療

養上の世話又は診療の補助を行います。

定期巡回サービス
事業所の訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して

日常生活上の世話を行います。

随時対応サービス

事業所が予め利用者の心身状況等を把握したうえで、オペ

レーターがご 利用者又はそのご家族からの通報内容等を基

に、相談援助、訪問介護員等の訪問、連携先の看護師等によ

る対応の要否等を判断するとともに、救急車の 出動要請や

ご 家族への連絡 等 必要な手配を行います。

随時訪問サービス

随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪

問介護員等がご 利用者の居宅を訪問して日常生活上の世話

を行います。

介護保険　報酬項目 単位数
自己負担額

看護職員

011-879-8770　ライブラリ札幌白石定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所



■(Ⅲ)夜間訪問型（基本部分）

【定額】基本夜間訪問サービス費 989単位 ・1ヶ月 1,010円 2,020円 3,030円

【出来高】定期巡回サービス費 372単位 ・1回 380円 760円 1,140円

【出来高】随時訪問サービス費Ⅰ 567単位 ・1回 579円 1,158円 1,737円

【出来高】随時訪問サービス費Ⅱ 764単位 ・1回 780円 1,560円 2,340円

■加算関連

初期加算 30単位 ・1日 31円 62円 92円

緊急時訪問介護加算Ⅰ 325単位 ・1ヶ月 332円 664円 996円

緊急時訪問介護加算Ⅱ 315単位 ・1ヶ月 322円 644円 965円

生活機能向上連携加算Ⅰ 100単位 ・1ヶ月 103円 205円 307円

生活機能向上連携加算Ⅱ 200単位 ・1ヶ月 205円 409円 613円

口腔連携強化加算 50単位 ・1回 51円 102円 153円

一体型 認知症専門ケア加算Ⅰ 90単位 ・1ヶ月 92円 184円 276円

連携型 認知症専門ケア加算Ⅱ 120単位 ・1ヶ月 123円 245円 368円

夜間 認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位 ・1日 3円 6円 9円

訪問型 認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位 ・1日 4円 8円 12円

総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 1200単位 ・1ヶ月 1,226円 2,451円 3,676円

総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 800単位 ・1ヶ月 817円 1,634円 2,451円

ターミナルケア加算 2500単位 ・死亡月 2,553円 5,105円 7,658円

退院時共同指導加算 600単位 ・1回 613円 1,226円 1,838円

特別管理加算Ⅰ 500単位 ・1ヶ月 511円 1,021円 1,532円

特別管理加算Ⅱ 250単位 ・1ヶ月 256円 511円 766円

一体型 サービス提供体制強化加算Ⅰ 750単位 ・1ヶ月 766円 1,532円 2,298円

連携型 サービス提供体制強化加算Ⅱ 640単位 ・1ヶ月 654円 1,307円 1,961円

サービス提供体制強化加算Ⅲ 350単位 ・1ヶ月 358円 715円 1,072円

夜間 サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位 ・1回 23円 45円 68円

訪問型 サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位 ・1回 19円 37円 55円

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位 ・1回 7円 13円 19円

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数に加算率 22.4% を乗じた単位数

■減算関連

一体型 同一建物減算Ⅰ 600単位 ・1ヶ月 613円 1,226円 1,838円

連携型 同一建物減算Ⅱ 900単位 ・1ヶ月 919円 1,838円 2,757円

夜間 同一建物減算Ⅰ 基本部分・単位数を 90% に減算

訪問型 同一建物減算Ⅱ 基本部分・単位数を 85% に減算

同一建物減算(准看護師が訪問する場合) 基本部分・単位数を 98% に減算

通所利用減算（Ⅰ）一体型

介護・看護 要介護1 91単位 ・1日 93円 186円 279円

利用者 要介護2 141単位 ・1日 144円 288円 432円

要介護3 216単位 ・1日 221円 441円 662円

要介護4 266単位 ・1日 272円 543円 815円

要介護5 322単位 ・1日 329円 658円 987円

介護 要介護1 62単位 ・1日 64円 127円 190円

利用者 要介護2 111単位 ・1日 114円 227円 340円

要介護3 184単位 ・1日 188円 376円 564円

要介護4 233単位 ・1日 238円 476円 714円

要介護5 281単位 ・1日 287円 574円 861円

通所利用減算（Ⅱ）連携型

要介護1 62単位 ・1日 64円 127円 190円

要介護2 111単位 ・1日 114円 227円 340円

要介護3 184単位 ・1日 188円 376円 564円

要介護4 233単位 ・1日 238円 476円 714円

要介護5 281単位 ・1日 287円 574円 861円

※日割りの場合÷30.4日



※介護保険改定又は負担割合により給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、

　ご利用者の負担額を変更します。

※介護保険給付の支給限度額を超えるサービス提供を行う場合は、サービス料金の全額(10割)を　

　ご負担いただきます。

※原則、口座振替によるお支払いをお願い致します。振込でのお支払となる場合は、毎月月末まで

　に下記の口座までお振込み下さい。お振込み手数料は、ご利用者様にてご負担いただきます。

代表取締役　金子洋文

7.緊急時の対応

緊急時の対応

8.非常災害時の対応

災害発生時の対応

9.事故発生時の対応

事故発生時の対応

10.秘密保持と個人情報の取り扱い

秘密保持と個人

情報の保護

11.虐待防止

虐待防止の責任者

虐待防止の措置 (1)虐待防止に関する責任者を選定します。

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。

虐待等事案が発生 事業者は、サービス提供中に当該施設職員又は入居者の家族等から、虐待

した場合の対応 を受けたと思われる事案が確認された場合は、速やかに管轄する市町村に

通報するものとします。

12.苦情・相談窓口

苦情・相談窓口

公的機関窓口 公的機関名 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

電話番号 （011）211-2547

利用時間 月～金

担当者

　みずほ銀行　第五集中支店　普通預金　1795904

災害対策マニュアルに沿って対応

藤原　麻樹

利用時間 月～金　9：00～18：00

※但し、12月30日～1月3日までは除く

苦情に対する対応 直接窓口にて受付いたします。担当者が不在の場合は、担当

者に引き継ぎ、後日回答となる場合があります。申し出いた

だいた事項は、迅速かつ適切に対応するよう努めます。

藤原　麻樹

サービスの提供中に様態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに

より、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡します。

サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由もな

く、第三者に漏らしません。事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、その秘密を保

持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。

事業者が利用者に対し本サービス提供時に事故が発生した場合は、市区町村、利

用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故については、事

業所として事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組み

を行います。

株式会社リビングプラットフォームケア



公的機関窓口

13.身体拘束等

身体拘束に対する

方針

やむを得ず身体拘束

を行う場合の対応

記録について

14.損害賠償

損害賠償責任保険

損害賠償の対象

15.第三者評価

実施の有無

直近の実施年月日

評価機関の名称

評価結果の開示状況

16.その他留意点

(1)

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で

縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

利用者または他の利用者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束を行いません。

やむを得ず身体的拘束を行う場合には、事前に利用者等に対し以下の事項を連絡

し同意を得るものとします。

③ 身体的拘束の開始日時、終了予定日時、終了日時

② 身体的拘束の方法・内容

① やむを得ず身体的拘束を行う理由

期間中の利用者の状況をサービスの提供記録に記載します。

〈介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為〉

（011）204-6310

なし

訪問介護員・訪問看護員について

サービス提供には、複数の訪問介護員が交替してサービス提供するため、特定の訪問介護

員・訪問看護員の指名をすることはできませんが、サービス内容についてお気づきの点や、

ご要望は相談窓口までご相談下さい。

公的機関名 北海道福祉サービス運営適正化委員会

利用時間

電話番号

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

施設賠償責任保険　加入

東京海上日動火災保険・超ビジネス保険（事業活動包括保険）

サービス提供中に事業者の責めに帰すべき事由により発生した事故に伴い、利用

者が被った生命、身体、財産に対する損害。

但し、不可抗力による場合、利用者に故意又は過失がある場合は、賠償額を減額

されることがあります。

⑥車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字

型拘束帯や腰ベルト・車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような車椅子を使用す

る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。

①徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛

る。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないよ

うに、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。



(2)

(3)

サービス内容の変更

訪問時に、利用者の体調等の理由で定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に予定されてい

たサービスの実施が出来ない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。

その場合、事業者は、変更したサービス内容と時間に応じたサービス利用料金を請求しま

す。

訪問介護員・訪問看護員の禁止行為

訪問介護員・訪問看護員は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

①	ご契約者本人の援助に該当しないもの

ご契約者本人が使用する居室以外の居室の掃除、来客の応対（お茶の手配等）、自家用車の

洗車等やご契約者の家族等に対するサービスの提供

②	日常生活の援助に該当しないもの

庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話、家具等の移動、大掃除、窓のガラ

ス磨き、室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等

③	医療行為

④	利用者及びご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり

⑤	利用者若しくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受

⑥	飲酒・喫煙及び飲食

⑦	その他利用者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、

営利活動及びその他迷惑行為


